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拝啓 
初雁の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
この度株式会社ＡＦＴは、グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド

の外国為替部門であるグローバル・フォレックス・トレーディング(GFT 社)との外国為替証拠金

取引（FX 取引）における契約媒介代理店契約（Introducing Broker｜IB 契約）を平成 21 年 12
月 26 日をもって解消し、弊社が契約の当事者となるプリンシパルとなり、独自に FX 取引を含む

店頭デリバティブ取引サービスをご提供する業務を行って参る事となりましたのでご報告申し上

げます。 
 
今後の弊社業務、また GFT 社との IB 契約の発展的解消に係るサポート業務移管内容に関しま

して、以下にご留意点等をまとめましたのでご一読頂きますようお願い申し上げます。 
敬具 

株式会社ＡＦＴ 
 

記 
 
１．AFT は IB からプリンシパルに生まれ変わります！ 
●これからの AFT 

AFT は直接お客様とお取引をする事業者（プリンシパル）となり、お取引や信託保全を含む資

金管理等に対して契約の当事者としての責任を負います。 
 
（参考情報：IB とは？今までの AFT） 
IB とはプリンシパルとお客様とのご契約を媒介する事業者です。あくまでも契約の当事者はプ

リンシパルとお客様になります。 
IB は契約の当事者では無いため、お客様とのお取引や資金管理は行いません。 

 
●新サービス名称は『Market Link（マーケットリンク）』 
長年ご愛顧頂いた AFT-FX ダイレクトトレードのサービス名称は改称致します。 
今後 CFD 等も取扱商品に加える予定であるため、FX に限定したサービス名称から、多様なマ

ーケットとお客様を結ぶ意味を込め『Market Link』と命名いたしました。 
 
 ※プロ投資家向けサービス『Market Link for Biz』も提供予定です。 



●新サービス『Market Link』について 
AFT は 5 年間にわたる IB 業務から得た多数のお客様の声と当社独自の分析を基に、投資家の

皆様が望む最高の取引環境とは何かを検討して参りました。 
 

その結果、以下 3 点のキーワードを満たす商品作りを行っております。 
☆１－透明性のあるレートをご提供すること 
☆２－約定能力を最大限まで高めること 
☆３－取引システムは堅牢であること、更に柔軟性に富んでいること 

 
☆１－透明性のあるレートをご提供すること 
『Market Link』からお客様に配信されるレートは、国内外大手銀行・証券会社 9 社（LP/12

社に拡充予定）からそれぞれ提示されたレートからベストな売値と買値を生成してご提供致しま

す。 
これにより従来切上げや切捨てされていた 0.1pip のレートまでお客様にご提供可能となり、お

客様はよりインターバンクレートに近いレートでお取引頂けますと共に、ミリセカンド（1000 分

の 1 秒）単位で変動するマーケット本来の値動きをご確認頂けます。 
 

例） 従来： USD/JPY｜Bid 90.10  - Ask 90.11 （値幅＝1.0pip） 
新 ： USD/JPY｜Bid 90.102 - Ask 90.108（値幅＝0.6pip） 
※『Market Link』の USD/JPY スプレッドは、0pip～のご提供予定です。 

 
（参考情報：LP とは？） 
リクイディティ・プロバイダーと呼ばれる銀行等の決済機関は、自己の売買注文をマーケット

に発注することで市場に流動性を供給する役割を担っています。 
複数の LP からレートの提供を受ける事は流動性の確保に繋がります。 

 
☆２－約定能力を最大限まで高めること 
『Market Link』を通して受けたご注文は、プライム・ブローカー（PB）と呼ばれるカバー取

引先に対し自動的にカバーリングして約定致します。 
原則として AFT のディーラーが注文を取りまとめてカバーリングする事はしませんので、ディ

ーラーチェックや市場環境によりカバーリングが出来ないという事で約定拒否するケースが希少

になります。 
スキャルピングを主体としたお取引にも対応出来る、高い流動性と約定能力を備えたカバー取

引形態となりますので、収益機会が格段に広がります。 
 
☆３－取引システムは堅牢であること、更に柔軟性に富んでいること 
取引システムの選定は最も重要な課題となりました。 
現在国内で提供されている取引システムにも堅牢で秀逸なシステムは存在するのですが、それ

でもシステム障害は後を絶ちません。 



AFT は、365 日 24 時間稼動するシステムであるからこそ安心してご利用頂ける取引システムが

必要だと考えます。 
そして、法改正やお客様のご要望に柔軟に対応出来るシステムが必要だと考えました。 
その課題をクリアする為に、AFT は国際的な運用実績が有り、社会的に重要な責任を担ってい

るシステムプロバイダーと提携し、協力して取引システムを開発する道を選びました。 
 
『Market Link』は、世界の 100 以上の主要銀行及びブローカーに導入されている銀行間決済シ

ステムを使用して一般投資家向けに開発されております。 
ベースとなるシステムは 20 年間以上世界の金融市場を支えているシステムの一つで、この基幹シ

ステムが安定して運用できないと金融市場に及ぼす影響が大きいことから、20 年間以上メンテナ

ンス時も含め一度も停止した事の無いシステムです。 
このシステムを構築し、開発、運用をしているシステムプロバイダーは日々重大な責務を担って

おり、『Market Link』をご利用のお客様は銀行等の金融機関と同様の堅牢なシステムをご利用頂

く事となります。 
更に『Market Link』は、一般投資家向けのシステムとしてお客様のご要望をお聞きし改良出来

る柔軟性も備えており、日々進化致します。 
 

・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・ 
 
２．GFT ディールブック取引口座のサポート業務移管について 
現在もしくは過去に AFT-FX ダイレクトトレードの「GFT ディールブック取引口座」にお取引

口座をお持ちのお客様皆様へのサポート業務は、平成 21 年 12 月 26 日以降、ご契約の主体であ

りお取引の相手方でもある GFT 社へ移管される事となります。 
 
●サポート業務の移管日：平成 21 年 12 月 26 日（土曜日） 
 
●お客様側のお手続き：一切不要です 
お客様のご資金やご注文等の管理は GFT 社が行っておりますので、サポート業務が移管された

後も、そのまま現在お持ちの GFT ディールブック取引口座でお取引して頂けます。 
特定の期限で保有ポジションを手仕舞う必要はございません。 
取引システムの再インストールも必要ございません。 

 
●GFT 社へのサポート業務を移管した後は、弊社がご提供しておりました独自サービスの継承は

ございませんが、GFT 社のサービスをご利用頂けます。 
 
●平成 21 年 12 月 26 日以降のサポート窓口 
 

GFT 東京支店（第一種金融商品取引業者） 
登録番号：関東財務局長（金商）第 268 号 



社団法人金融先物取引業協会会員番号 1520 
電話：0120-933-438 
FAX：03-5205-6162 
E-mail：japan_operation@gftforex.com 
住所：〒103-0022 

東京都中央区日本橋室町 3-3-1 
E.T.S.室町ビル 12 階 

 
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・ 

 
３．その他 
『Market Link』でも AFT-FX ダイレクトトレードでご提供していたご優待サービスやキャッ

シュバックサービスを実施して参りますが、AFT-FX ダイレクトトレード（GFT ディールブック

取引口座）と『Market Link』のお取引口座は異なるご契約となりますので、改めて口座をご開

設頂く必要がございます。 
 
『Market Link』に関する詳細なサービス内容に付きましては弊社 web サイト上でご提供差し

上げる予定ですが、サービス資料をご希望の方は AFT カストマーセンター宛て（info@aft-fx.com）

に「ご氏名｜ご住所｜MarketLink 資料希望の旨」を明記してご返信下さい。 
『Market Link』デモトレード開始に合わせて資料をご郵送致します。 

 
ご不明な点等がございましたら、AFT カストマーセンター宛（03-3320-7101 / 平日 8:30～

22:00）にお気軽にお問合せ下さい。 
今後とも株式会社ＡＦＴをご愛顧賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。 

 
以上 

 
 
 
 

●外国為替保証金取引は元本や収益を保証するものではありません。保証金による取引で投下資

金の 100 倍の額で取引するものです。損失が一定以上になると強制的に決済されるロスカットル

ールがありますが、為替の著しい変動、その他のリスクによっては保証金額を上回る損失が生じ

ることがあります。●必要保証金は取引金額の 1％もしくは 5％で為替の種類や、お取引内容によ

り金額が異なります。（USD を JPY で１万通貨売買する為には、9 千円前後の保証金が必要とな

ります。）●提示される売値と買値の価格差をスプレッドといい、通貨ペアにより異なります。●

本取引の仕組みやリスク及び、事前交付書の内容を十分にご確認しご理解された上で、お客様の

責任と判断において取引を行ってください。 


